
 

滋賀県建築住宅センターでは令和 4 年 10 月 1 日より、省エネ適合性判定業務の電子申請を開始しています。 

 はじめに 電子申請の利用について  

・ 電子申請のご利用には、「センター友の会」への入会登録(会費無料)と「NICE システム」の利用者登録が
必要です。新規の入会登録、利用者登録は弊社ホームページより可能です。 

・ 電子申請には２種類の署名方法（紙申請・電子申請）があります。 

■紙申請 ：事前の申請を電子ファイルにて行い、本申請を「紙面」により提出する場合。 
・事前申請で確定した申請書類を紙面に申請者ご自身で出力(正副２部)し、窓口又は郵送で提出して下さい。 

■電子申請：事前の申請を電子ファイルにて行い、引き続き本申請を電子ファイルで提出する場合。 
・電子申請の場合は、全ての申請書類を電子ファイルで提出する必要があります。 

＊大規模建築物、複合建築物は対応できない場合があるため、事前にご相談下さい。 
＊申請図書に A2 図書が含まれる場合は、窓口又は郵送にて申請をして下さい。 

１）電子申請の手順について ※電子申請の手順は下記のとおりです。 

・  NICE システムにログインし、物件情報を追加します。 

① 申請種種別を選択します。 
  

 
  

② 署名方法・申請先・支払方法・請求先（掛売・後納の場合）・受取方法を選択します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊郵送先は記入不要（証明書等書類は代理者に送付いたします。） 
＊署名方法、支払方法、受取方法は本申請を行うまで変更可能です。 



 
 

２）判定料金の納入について 

・ 判定料金は、本申請までに銀行振込または現金で納入して下さい。銀行振込をご希望の場合は、振込依頼
書(PDF)を作成致しますので、事前審査終了までに NICE システムのチャット欄で連絡して下さい。ま
た、入金確認の遅れを防止するため、振込後は必ず、チャット欄へ金融機関の振込証（PDF）の添付をお
願いします。（金融機関にかかる振込手数料はお客様の負担となります。） 

 
３）電子申請時の適合判定通知書等の交付について 

・ 「適合判定通知書」、「期間延長通知」、「軽微変更該当証明書」の原本は郵送又は手渡しで交付します。 

＊審査終了後に確認用の適合判定書(控)を電子ファイルにしてアップロードいたします。 
 

１）電子申請の手順について 
４）申請データファイルについて 

・ 申請データのファイルのまとめ方は以下を基本として下さい。 

○初回申請ファイル 
・物件名_A3申請書.pdf 
・物件名_A4計算書.pdf 
・物件名_A4カタログ.pdf 
・物件名_A3図面等.pdf 

○補正ファイル 
・20221001物件名_補正書類.pdf 
 

【注意事項】 ・ファイルに保護はかけないでください。 

 ・書類は A4 サイズ、A3サイズの PDFファイルで作成して下さい。 

 ・図面は CAD 等から直接 PDF出力したデータを基本として下さい。 

 ・スキャン図面を添付の場合は解像度を 300dpi 以上として下さい。 

 ・PDFファイル内には、注釈による書き込みが無いようにして下さい。 

 


